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お知らせ版② （2011．7．1）

●問い合わせ先　健康福祉部　子育て支援課　保育係　�64－5903

　　　　　　　●申し込み・問い合わせ先　東御市民まつり実行委員会事務局
　　　　　　　　東御市役所　商工観光課　�67－1034　FAX67－3337
　　　　　　　　東御市商工会　　　　　　�67－3382　FAX67－2107
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

市立保育園で保育士 （臨時職員） を募集します
　○募集人数　常勤保育士　若干名

　○勤務時間　常勤　午前８時30分～午後５時15分

　○応募資格　保育士の資格を有し、保育士の登録をされている方で通勤可能な方。

　○勤務開始　平成23年８月１日以降で市の指定する日から

　○応 募 先　子育て支援課　保育係（旧商工会館２階）

　○応募締切　７月14日 （木） まで

　○応募書類　①非常勤職員等登録申請書　　②東御市職員採用試験申込書又は履歴書

　　　　　　　③保育士登録証の写し　　

　　　　　　　※①と②の申請書、申込書は、市のホームページ

　　　　　　　　（http://www.city.tomi.  nagano.jp/）からダウンロードできます。

　○採用試験　面接を行い、採用を決定します。面接日につきましては後日ご連絡します。

　○そ の 他　賃金等の諸条件につきましては、保育係へお問い合わせください。
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火のアートフェスティバル2011 火のアートフェスティバル2011 
世界にひとつだけの作品を作ってみませんか？世界にひとつだけの作品を作ってみませんか？

わたしだけの陶器　わたしだけの陶器

“やきもの”“やきもの”づくり参加者募集！づくり参加者募集！

 ●申し込み・問い合わせ先
 　火のアートフェスティバル実行委員会事務局 （総合支所 地域振興係）　�67－3311　FAX67－3337
 　〔申し込み受付：午前８時３０分～午後５時15分（土・日・祝日は除く）〕

　１０月８日(土)～９日(日)に開かれる『火のアートフェスティバル2011』で、芸術むら公園内

の登り窯で焼く「楽しい“やきものづくり”」を体験してみませんか。陶芸家の 亀  井  朝  雄 先生
かめ い あさ お

と陶芸グループ「べと」の皆さんが、つくり方の手解きをしてくれます。

―初めての皆さん、親子で、お仲間での参加大歓迎！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どなたでも参加できます。 ―

時　　　　　　　間開　催　日

  午後７時～９時　【受付：午後６時30分から】  7月22日 （金）

  午後１時30分～３時30分　【受付：午後１時から】  7月23日 （土）

  午後１時30分～３時30分　【受付：午後１時から】  7月24日 （日）

場　　所：芸術むら公園内　憩いの家 地階「やきもの道場」（明神池向かい）

制作作品：自由　※原則、一人１点までとさせていただきます。

持 ち 物：タオル、エプロン、粘土へらなど　※汚れてもよい服装でお出かけください。

参 加 費：１，800円（粘土１㎏、素焼き、釉かけ、焼成代込み）

　　　　　※やきものづくりの当日、受付でお支払いください。

募集人数：各日とも40人

募集締切：７月19日(火)（ただし、各日とも定員になりしだい締め切らせていただきます。）

作品引き渡し：11月中旬に北御牧庁舎で展示して、お渡しします。

そ の 他：作品は慎重に扱いますが、不測の事態も予想されます。あらかじめご了承ください。
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夏休み親子企業見学会夏休み 親子企業見学会
　地元企業を身近に感じてもらったり、ものづくりへの関心を高め、将来の就職やUターン等

に役立てていただくため、市内企業と協力して親子企業見学会を開催します。

■対　象：市内小学３年生～中学3年生

■参加費：無料

■定　員：各企業１５人 （小学生は必ず保護者同伴、定員になり次第締め切らせていただきます）

 　※見学会は、東御市・上田市の共催のため上田市からも参加者があります。

■申し込み：７月１日（金）から７月21日（木）まで商工観光課 （北御牧庁舎内） で受付をします。

参加申し込み用紙は市のホームページ（http://www.city.tomi.nagano.jp/)

　　　　　　からもダウンロードできます。

参 加 定 員時　　間会　　社　　名日　　時

15人 （保護者含む）午後２時～４時㈱ミマキエンジニアリング７月２８日 （木）

15人 （保護者含む）
午前９時30分　
　　～１１時30分

コ ト ヒ ラ 工 業 ㈱８月４日 （木）

●問い合わせ先　商工観光課　商工労政係　�67－1034　FAX67－3337
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東御市文化会館開館20周年記念コンサート東御市文化会館開館20周年記念コンサート

自主文化事業 喜歌劇自主文化事業　喜歌劇『メリー・ウィドウ』『メリー・ウィドウ』
合合 唱 団 員 募 集 ！唱 団 員 募 集 ！

　東御市文化会館は本年、２０周年を迎えました。これを記念して東御市文化協会合唱部会では
二つのコンサートを企画しました。一つは「ふるさとの四季」を歌う、そして第二弾として東
御市版、喜歌劇『メリー・ウィドウ』を上演することになりました。
　今回は、アンサンブルオーケストラの伴奏による喜歌劇『メリー・ウィドウ』の出演者を募
集します。ソリストにプロの声楽家をお招きします。みなさま、ふるってご参加ください。
【公演内容】
　　◇日　程　平成２４年６月３日 （日）
　　◇曲　目　フランツ・レハール作曲　喜歌劇『メリー・ウィドウ』
　　◇会　場　東御市文化会館サンテラスホール
【募集要項】
　　◇参加資格　オペラの合唱やアンサンブルを楽しみたい方
　　　　　　　　（※動きながら歌える方、練習に９０％以上出席可能な方）
　　◇参 加 費　７,０００円（楽譜代5,500円（ヴォーカルスコア）を含む）
　　◇申込書提出先　東御市文化会館（サンテラスホール）　�62－3700
　　◇申込締切　７月２０日 （水）、各パート定員になり次第締切とします。
　　◇練 習 日　９月から月２回程度
　　◇練習会場　東御市文化会館（サンテラスホール）
【主　催】　東御市文化会館
【主　管】　東御市文化協会合唱部会
【問い合わせ先】東御市文化会館 �62－3700　合唱部会事務局（岩下）�62－0988
※「ふるさとの四季」を歌う会は大勢のみなさまのご応募をいただき、１１月２３日（水）の演奏会
に向けて５月から練習に入りました。引き続きアルト・男声パートを歌っていただける方を
募集しています。

キ　リ　ト　リ　線

オペラ『メリー・ウィドウ』　合唱団員申込書

所属合唱団氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　歳）

電　話住　所　〒

パート：ソプラノ・アルト・テノール・バス（該当するパートに○印をおつけください）

★日時：8月14日 （日）
★場所：北御牧グラウンド

《申込要領》
　�出 店 料　1,000円
　�申し込み　７月15日 （金） までに実行委員会事務局までお申し込みください。
　�そ の 他　販売品によっては受付出来ない場合があります。

開催決定！
フリーマーケット・軽トラック市出店者募集

　　　●申し込み・問い合わせ先
　　　　北御牧地区夏まつり実行委員会事務局（北御牧庁舎内総合支所）　�67－3311
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　第20回巨峰の王国まつりを、皆さんのパフォーマンスで盛り上げてみませんか！

　★ステージ開催日時

　　９月17日 （土）　午前９時30分から午後３時まで

　　９月18日 （日）　午前９時から正午時まで  午後０時30分から午後２時まで

　★会　　場　東御中央公園内　特設ステージ

　★募集内容　音楽、ダンス、パフォーマンスなどを行うグループや個人。

　　　　　　　出演時間は、準備と撤収を含めて約10分から30分程度です。

　★申込方法　「第20回巨峰の王国まつり　出演申込シート」にご記入のうえ、

実行委員会事務局へお送りください。
　　　　　　　　※出演申込シートは東御市ホームページからダウンロードして使用されるか、実行委員会

事務局へご請求ください。

　　　　　　　★申込締切　７月20日 （水）

　　　　　　　★そ の 他　①申込多数の場合は、初出演のグループ（個人）を優先します。

　　　　　　　　　　　　　②募集の結果、出演者数、出演内容等により、調整を行いますの

で、ご希望の日時に沿えない場合があります。あらかじめご了

承ください。

　   ●申し込み・問い合わせ先
　   　巨峰の王国まつり実行委員会事務局（農林課　農政係）�64－5894　FAX64－5881
　   　E-mail nousei@city.tomi.nagano.jp
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第20回 巨峰の王国まつり第20回  巨峰の王国まつり

ステージ出演者募集！ステージ出演者募集！
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　  ●応募・問い合わせ先
　  　東御市短詩型文学祭実行委員会事務局（中央公民館内）　�64－5885　FAX64－5610

第8回 東御市短詩型文学祭 作品募集
　第８回東御市短詩型文学祭を開催します。みなさんの作品をお寄せ下さい。

◆部　　門　短歌・俳句・川柳・現代詩

◆応募期間　８月１日 （月） ～８月３１日 （水）【必着】

◆応募方法　○短歌２首・俳句３句・川柳３句・現代詩１編

　　　　　　　児童・生徒は１作品

　　　　　　　いずれも未発表の作品に限ります。

　　　　　　○作品は、専用の用紙に書いて下さい。ただし現代詩については、400字詰原稿

用紙３枚以内。

　　　　　　　（専用の用紙は、中央公民館及び地区公民館にあります。）

　　　　　　○住所・氏名・電話番号を明記し、投稿料１部門1,000円（児童・生徒は無料）

を添えて応募して下さい。

　　　　　　○郵送で応募する場合は、1,000円の郵便小為替を同封してください。

　　　　　　○実施要項は、中央公民館及び地区公民館にあります。

◆選　　者　短　歌： 小  山  
こ やま

 豊 
ゆたか

・ 中  島   雅  子 ・ 宮  澤  
なか じま まさ こ みや ざわ

 渉 
わたる

　　　　　　俳　句： 上  澤   樹  實  人 ・ 国  見   敏  子 ・ 瀧  澤   宏  司 　
かみ さわ き み と くに み とし こ たき ざわ こう じ

　　　　　　川　柳： 青  木  
あお き

 城 
じょう

 風 
ふう

　　　　　　現代詩： 酒  井  
さか い

 力 
つとむ

◆文 学 祭　日時　１１月２6日 （土）午後１時から

　　　　　　場所　中央公民館
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『よろず相談所』を開きます
7月の「東御市よろず相談所」を、下記のとおり開催します。

　　●日　　時　　7月15日 （金）　午前９時～11時

　　　　　　　　　【受付時間は、午前８時45分～10時30分です。】

　　●場　　所　　北御牧庁舎

　　●相談内容　　法律（弁護士）、登記（司法書士）、人権、行政、消費生活などに関

　　　　　　　　　する相談に応じます。

＝事前予約＝

　法律相談については、毎回混み合っておりますので、事前予約をお受けいたします。予約を

される方は、下記までお申し込みください。

　また、予約の状況により相談をお受けできない場合もありますのでご承知おきください。

●事前予約・問い合わせ先　東部人権啓発センター　�64－5902
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

　市と市老人クラブ連合会では、今日まで夫婦力を合わせ良き家庭を築き、社会に貢献された

ご苦労に敬意を表し、結婚して49年目を迎えるにあたり祝賀式を開催します。

　対象のご夫婦は、下記申込書を８月１日（月）までに総合福祉センター内福祉課高齢者係へ、

提出もしくは電話にて申し込みをしてください｡

　○期　日　　９月21日 （水）

　○場　所　　中央公民館　講堂

　○金婚祝賀式の対象者

　　昭和３7年１月１日～１２月３１日までに結婚されたご夫婦

　　（結婚49年目のご夫婦が対象となります）

　　＊これ以前に結婚されたご夫婦でも、これまで金婚祝賀を受けて

　　　いない方は対象となります。

　　＊申込をされた該当のご夫婦には後日案内状を送付させていただきます。

　　＊信濃毎日新聞に金婚式のご夫婦のお名前が掲載されますが、今年度の対象の皆様は来年

の掲載（信濃毎日新聞に希望した方のみ）となりますのでご了承ください。

●申し込み・問い合わせ先　福祉課　高齢者係　�64－8888

平成23年度平成23年度 金金婚祝賀式婚祝賀式についてについて

キ　リ　ト　リ　セ　ン

申　込　書（総合福祉センター内福祉課高齢者係まで提出してください。）

電話番号住　　所年齢
お名前（フリガナ）

結 婚 年 月 日
名姓

　

　　－
　

 〒389-

 東御市

 　　　　番地 

歳 夫

昭和　　年　　月　　日

歳 妻
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 滋野コミュニティ－センタ－からのお知らせ 

特別企画「写経」開催特別企画「写経」開催
　写経というと、作法や道具立てなど、複雑でめんどうだとお考えの方が多いのではないで

しょうか。

　そんな気持ちにとらわれず、般若心経についてのお話を伺い、般若心経276文字を心静かに

写経する講座です。子どもさんでしたら身近な心に残ることばを書写する講座です。ご家族で

参加してみませんか。

▼日　時　８月１日 （月）　午前８時３０分から１１時30分頃まで

▼会　場　滋野コミュニティーセンター

　　　　　（午前８時30分受付）

▼講　師　滋野毛筆講座講師　桜井千恵子先生

▼会　費　300円（紙代・お手本含む）

▼内　容　①般若心経についてのお話―東漸寺住職　天利順道氏

　　　　　②写経するにあたって―毛筆書道講師　桜井千恵子先生

▼持ち物　毛筆用具一式（硯・墨・筆・下敷き）、新聞１日分

▼定　員　３０名

▼申し込み期限　７月22日 （金） （ただし、定員になり次第締め切り）

▼その他　申込用紙は、滋野コミュニティーセンターにあります

▼主催　生涯学習まちづくり滋野地区推進協議会・滋野公民館

●申し込み・問い合わせ先　滋野公民館　�62－0401（火・木の午後を除く平日）
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
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サロンのための料理講習会サロンのための料理講習会
参参 加 者 募 集加 者 募 集

●申し込み・問い合わせ先　東御市社会福祉協議会　�62－4455

～いきいきサロン・世代間交流に活用しませんか～
　◆日　時　８月５日 （金）　午前９時３０分～午後１時

　◆場　所　総合福祉センター２階　保健センター調理室

　◆対象者　地域で「いきいきサロン」を行っている福祉運営委員さんや

　　　　　　ボランティアさん：30名

　◆内　容　①旬の夏野菜を使った食欲増進料理

　　　　　　②ふるさとの味“おやき”作り

　　　　　　※簡単で失敗しない「湯ごねのおやき」の

　　　　　　　作り方

　◆参加費　200円

　◆持ち物　エプロン、三角巾

　◆申し込み締切り　７月25日 （月）
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●申請・問い合わせ先　農林課　農政係　�64－5894

農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請にににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいててててててててててててててててててててて農振農用地除外申請について
　市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、特に農業振興を図っていく地域を

「農業振興地域」として、優良農地の保全・確保に努めています。この「農業振興地域」では、

農地を農業以外の目的に利用することができません。やむを得ず住宅など他の目的に利用した

い場合は、農振農用地区域からの除外手続きが必要です。

　平成２３年度は、７月（前期）と平成２４年1月（後期）の年２回、農振農用地の除外申請の受

付を行います。計画のある方は申請してください。

　○申請期間　７月11日（月）～７月29日（金）

　○申請書類　農林課農政係にてお渡ししています。
　

　なお、除外が認められるためには、土地改良事業を実施していないことや除外後の農用地の

集団性が確保されるなどの要件を満たすことが必要です。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成222222222222222222222333333333333333333333年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度平成23年度「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式式」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」のののののののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内「成人式」のご案内
　平成３年４月２日から平成４年４月１日までに生まれ

た方を対象に次のとおり成人式を行ないます。該当され

ている方は、ご参加下さい。（ただし、事前のお申し込み

が必要です。）

　なお、６月２４日現在、東御市に住民登録されている該

当者については、直接ご案内通知をお送りしますので、

ご確認をお願いします。

　また、かつて東御市に住んでいて、現在東御市に住ん

でいない方（住民登録していない方）でも成人式に参加

できますので、７月２２日（金）までに事務局（中央公民館 

青少年男女共生係�64－5906）に連絡して下さい。

★日時・場所　８月１５日 （月）

　　　　　　　　午後１時から　　　受付（文化会館サンテラスホール）

　　　　　　　　午後２時から　　　式典

　　　　　　　　午後３時３０分から　祝賀会（ラ・ヴェリテ）

★会　　　費　式　典　2,000円（予定、記念品代を含む）

　　　　　　　祝賀会　3,000円（予定）

★主　　　催　東御市公民館・東御市成人式実行委員会

★お　願　い　会場内での飲酒・酒類の持ち込みはご遠慮ください。また、飲酒をされた方の

ご入場もお断り致します。さらに、他の方の迷惑となる場合は、ご退場いただ

く場合もございますので、ご承知ください。

※なお、東御市成人式実行委員会では、成人式をいっしょに運営していただける方を募集して

いますので、事務局までご連絡下さい。

●問い合わせ先　生涯学習課　青少年男女共生係 （中央公民館内）　�64－5906
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　市では、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的に、教育施設へ子どもを修学させ

るため、金融機関からの融資（教育資金）を受けた保護者に対し利息の一部を補助します。

１．利子補給金（補助金）の内容

対象教育施設

教育施設で修学（入学金、授業料、生活費等）するため、金融機
関から融資を受けた借入金です。(金融機関とは、政府系金融機関、
指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関その他市長
が適当と認める機関)

対象となる借入金

金融機関等から教育資金の融資を受けた保護者で、次に該当する
方です。
（１）申請日の属する年の１月１日現在で１年以上市内に居住し、

引き続き市内に住所を有する者。
（２）平成２３年度の市民税の課税総所得額(保護者２人に所得があ

る場合は２人の合計額)が350万円以下の者（平成2２年所得
で住宅ローン減税の適用を受けた場合は350万円に前年に
支払った住宅ローンの元利金支払い額を加えた額を上限と
する。)

（３）市税等を滞納していない者。

交付対象者

平成2２年４月から平成2３年３月の間に支払った利息に係るもの
（平成2２年3月以前の利息は対象外です。）

利子補給の対象期間

2.5％（約定利率が2.5％未満の場合は当該利率）利子補給率

300万円借入金の限度額

２．利子補給金（補助金）の申請方法

　申請書に次の書類を添付して、子育て支援係へ申請してください。（申請書は子育て支援セ

ンター　子育て支援係にあります。）

（１）在学証明書（申請日年度の４月以降に取得したもの）または卒業証明書

（２）金銭消費貸借契約書の写し

（３）市民税・県民税に係る、特別徴収税額決定通知書若しくは納税通知書の写し、または課

税証明書（平成22年度に係るもの）

（４）納税証明書（申請日前３ヶ月以内に発行されたもの）

（５）教育資金融資証明書

●申請・問い合わせ先　子育て支援センター　子育て支援係　�64－5814
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
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ご利用ください！！ 78.5MHz　　　　　　ご利用ください ！ ！　78.5MHz

ラジオ市報とうみラジオ市報とうみ
　ＦＭとうみでは、１日３回、市からのお知らせ・募集等を「ラジオ市報とうみ」と題して放

送しています。どうぞご利用ください。

朝・・・午前７時40分
昼・・・午後０時40分
夕方・・午後６時40分

●問い合わせ先　企画課　秘書広報係　�64－5806
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みなさんからの情報発信によるページです。
いろいろな情報をお待ちしております。
メールアドレス：shiho-tomi＠city.tomi.nagano.jp
ＦＡＸ62－5040
●送付先　東御市役所総務部企画課　広報担当まで

第１回コカリナ講座体験教室の開催
　東御市産くるみの木で作ったコカリナで、やさしい音色
を奏でてみませんか。
　下記により４回の講座を開催いたします。
●日時／７月２８日 （金）・８月５日 （金）・８月２０日 （土）
　　　　８月２７日 （土）　
　　　　＊時間はいずれも午後１時３０分～３時
●講師／公認コカリナ講師　岩田悦子さん（上田市在住）
　　　　と楓サークルの皆さん（上田市）
●会場／東御市祢津公民館
●会費／５００円（初回）
　　　　コカリナ制作費　１本　4,500円
　　　　＊おためし用も用意いたします
●申込期限／７月２０日 （水）
●申し込み・問い合わせ先／とうみくるみコカリナの会
　　　　　　会　長　中村通明　�・ＦAX62－1177
　　　　　　事務局　佐藤千枝　携帯090－4361－0219
　　　　　　　　　　　　　　　FAX62－0281

第８回道の駅・雷電くるみの里夏休みイベント

道路清掃活動にご参加ください！
　道の駅・雷電くるみの里では、今年も道路をきれいにす
る運動を行っています。これは、車を運転するみなさんや
歩行者の皆さんに、より安全で快適に道路を利用していた
だきたいという願いからです。
　この夏も、下記のとおりボランティアを募り、みなさん
にもお願いして道路の清掃活動を展開したします。
●日時／７月23日 （土）
　　　　午前９時３０分～１１時（集合：午前９時）
●集合場所／道の駅・雷電くるみの里　イベント広場
●作業内容／道の駅を中心に、浅間サンラインの東西各２

㎞の範囲の側道や土手の空き缶・ゴミ拾い
●対象者／主旨に賛同して、ボランティアをしていただけ

る方
　＊小学生（保護者同伴）・中学生・ボランティアクループ等
●参加申し込み／参加をご希望される方は、７月16日 （月）
　　　　　　　　 までに下記へお申し込みください。
　　　　　（中学生は、直接学校へお申し込みください。）
●その他／・ゴミ袋、軍手等は道の駅で用意します。
　　　　　・参加された方には記念品を差し上げます。
　　　　　・冷たい飲み物や豚汁のサービスもあります。
●申し込み・問い合わせ先／
　道の駅・雷電くるみの里   �63－0963　FAX63－0966

　　　　長野県工科短期大学校

オープンキャンパス２０１１
　新しい世界を見て、触れてたしかめよう！
●７月３０日 （土）　正午～午後４時
　　内容：学校概要等説明、展示コーナー、校内見学、体
　　　　　験授業、進路相談
●１０月２２日 （土）　（学園祭と同時開催）
　　内容：展示コーナー、校内見学、進路相談　
●問い合わせ先／長野県工科短期大学校
　　　　　　　　　　�39－1111 （代）　FAX37－1102
　　　　　　　　　　http:///www.pit-nagano.ac.jp/

アケボノゾウの足跡化石が観察できます

アケボノゾウ川原観察会
　「アケボノゾウの会」では、貴重な化石を守り、これか
らの子どもたちに引き継いでいくために、日々刻々と変化
する地層の観察会や学習会を行っています。

　今回は、北御牧郷土資料館でアケボノゾウ化石を見学し
た後、加沢の千曲川の川原で地層を観察します。
　130万年前、アケボノゾウが生活していた場所を、私た
ちと一緒に歩いてみませんか。
●日時／７月31日 （日）　午前８時30分～１１時
　　　　（雨天：北御牧資料館見学のみ）
●集合場所／北御牧庁舎前
●募集人員／20名程度
●その他／小学生以下は保護者同伴でお願いします。
●申し込み・問い合わせ先／
　アケボノゾウの会事務局（北御牧地区活性化委員会部会）
　　　　　�090－1867－7763 （中山）・67－2585 （工藤）
　　　　　Eメール：akebonozou_130@yahoo.co.jp

薬草・ハーブに親しむ会
●日時／７月３１日 （日）　午前１０時～午後１時30分
●場所／上田市菅平高原　長野県菅平薬草栽培試験地
●内容／
【講演会】
　　講師　金澤大学資源生薬学研究室教授　御影雅幸先生
　　演題　「身近な薬用植物」
【実演コーナー】
　　・薬草オリエンテーリング
　　・ラベンダースティック教室　
　　・ハーブティー、薬味酒の試飲
　　・薬膳料理の試食
●参加費／無料
●主催／上田薬剤師会
●問い合わせ先／上田薬剤師会　�22－6130
　　　　　　　　東御市、上田市、小県郡内の各薬局

おじいちゃん、おばあちゃんと遊ぼう！

「夏休み子ども体験教室」
　公益社団法人上田地域シルバー人材センター東御支所で
は、子どもと高齢者との交流を深めながら昔遊びや物づく
り・牧場体験などを通じて「やる気」や「協調性」を育て
る体験教室を開催します。
●日時／８月３日 （水）　午前８時30分～午後４時
　　　　＊ご家庭の都合で午後4時までに迎えに来られな

い場合は、午後5時までお預かりしますのでお
申し出ください。（時間厳守）

●対象者／小学校１年生～３年生
●集合・解散場所／北御牧庁舎２階　講堂
●体験場所／バスにて長門牧場へ移動
●内容／長門牧場でバター作り、牧場体験
●参加費／500円（保険料等）当日集金
●持ち物／お弁当・水筒・敷き物・雨具・参加費
●定員／20名（応募多数の場合は抽選となります）
●申し込み期限／７月20日 （水）
●申し込み・問い合わせ先／
　　　　 上田地域シルバー人材センター東御支所
　　　 　（北御牧庁舎内）　�61－6565　FAX61－6465

シニアワークプログラム
技能講習受講者（ホームヘルパー）募集

●講習名／ 「訪問介護員養成研修２級課程」
●講習期間／８月３日（水）～10月26日 （水）
●対象／県内に在住、開講日現在55歳以上で、雇用・就業
　　　　を希望される方
　　　　・130時間の受講が可能な方
　　　　・上田市、東御市、小県郡に在住の方
　　　　・運転免許がある方
●定員／24名（応募者多数の場合は選定）、受講料無料
●募集期間／７月４日（月）～22日（金）
●申し込み／ハローワーク上田　�23－8609または、
　　　　　　上田シルバー人材センター　�23－6002
●その他／講習最終日には合同面接会（就職相談会）を開

催します。
●問い合わせ先／
　　　　　上田地域シルバー人材センター　�23－6002

　　　「2011信州ねんりんピック」　

スポーツ交流大会参加者募集
●開会式会場／長野運動公園総合運動場（長野市）
●競技会場／長野運動公園総合運動場
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　　　　　　犀川第二運動場マレットゴルフ場
●競技種目／ダンススポーツ、グラウンド・ゴルフ、ゲー

トボール、ソフトテニス、ソフトバレーボー
ル、ペタンク、マレットゴルフ、ウォークラ
リー、弓道、テニス(10種目)

●参加資格／県内在住の60歳以上の方
　　　　　　（昭和27年4月1日以前に生まれた方）
●参加費／500円（1人）
●申込締切／７月31日 （日）
●その他／
　　競技要項、参加申込書がホームページよりダウンロー

ドできます。（http：//www．nicesenior.or.jp）
●問い合わせ先／
　　公益財団法人　長野県長寿社会開発センター
　　〒380-0928  長野県若里7-1-7　�026－226－3741

第2回 信州うえだ東御市６人制バレーボール大会
●日時／８月７日 （日）
　　　　受付：午前７時４０分、開会式：午前８時１０分　
●会場／東御市第一体育館、東御市第二体育館
●競技種目／一般６人制男女バレーボール
●参加資格／同一チーム内に最低３人が上小に居住、又は

勤務する者
●参加募集／男子12チーム、女子8チーム
　　　　　　ただし、募集チーム数に達した時点で受付は

終了とします。
●参加料／１チーム　3,000円
●申込方法／申込用紙に必要事項（住所、審判員等）を記

入し、郵送または持参のうえ申し込みをして
ください。

●申し込み期限／７月2２日 （金）
●主催・協賛／東御市バレーボール協会・ＪＡ信州うえだ
●申し込み・問い合わせ先／
　　〒389-0592　東御市県281-2　東御市役所内
　　東御市バレーボール協会事務局（宮嶋）�62－1111

上田地域広域連合消防職員募集
●採用予定日／平成２４年４月１日
●試験の区分・種類・受験資格等

●受験申込／
　日時：８月１日（月）～８月１２日（金）午前９時～５時
　場所：上田地域広域連合消防本部総務課
　　　　（上田市大手二丁目７番１６号上田市消防会館２階）
　方法：受験者本人が必要書類を持参してください。
　　　　（郵送不可）土・日曜日も受け付けます。
●必要書類／　
　①受験申込書（広域連合事務局総務課、消防本部総務課

及び管内各消防署にあります）
　②履歴書（高等学校在学者は全国高等学校統一用紙。
　　その他の方は配布するものを使用）
　③８０円切手貼付の定型封筒（規格／長形３号、受験者の
　　住所・氏名を記入）
※受験申込書及び履歴書は広域連合のホームページからダ
　ウンロードしたものも使用できます。
●第一次試験／
　日時：９月１８日 （日）
　　　　午前８時受付開始、８時３０分試験開始　

　場所：上田市消防会館３階
　※詳細は、広域連合のホームページ掲載の募集要項をご

覧ください。

●問い合わせ先／

　　上田地域広域連合 消防本部 総務課　�26－0119

　　　　長野救命医療専門学校

　第６回 娑羅祭（学園祭）
　今年も長野救命医療専門学校の「暑い」夏がやってきま

した。テーマは「繋がり」。今年度は学生たちもパワーアッ

プして皆様をお待ちしております。昼も夜も娑羅祭で盛り

上がりましょう�ぜひぜひ皆さんでお越しくだい�

【校内祭（一般公開）】

●日時／７月１７日 （日）午前１０時～午後４時

●会場／長野救命医療専門学校（東御市田中66-1）

●内容／・毎年恒例、大好評のバザー�

　　　　・屋台（焼きそば、たこ焼き、から揚げ、ジュース）

　　　　・「３１アイス」＆救命プロデュース「かつサンド」

　　　　　限定販売！

　　　　・各学科展示、各種催しもの開催

　　　　・子どもに大人気のキッズコーナー　など

【後夜祭（一般の方も大歓迎）】

●日時／７月１７日 （日）午後５時30分開場（入場無料）

●会場／東御市文化会館（サンテラスホール）

●内容／・長野発アイドルユニット 「アップル学園応援部」

　　　　　出演�

　　　　・花火もあがっちゃいます。

＊バザーに向けて品物を集めています。ご協力いただける

方は問い合わせ先までお電話ください。

●問い合わせ先／長野救命医療専門学校

　　　　　　�64－6699

　　　　　　Eメール：info@nagano-kyumeiiryou.ac.jp

平成23年度 佐久水道企業団職員採用試験
●試験区分、採用予定人員及び受験資格／

●第１次試験日／平成23年９月18日 （日）

●場所／佐久水道企業団

●試験申し込みと申し込み先／

　　試験申込書、履歴書（企業団指定の様式）、最終学校

の学業成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書、住民

票及び受験票の返送用封筒（長形３号封筒、80円切手貼

付、返送先を記入のこと）を添えて、平成23年７月28日

 （木） から平成23年８月18日（木）午後５時までに佐久水

道企業団総務課庶務係へ申し込んでください。

＊この試験にあたり提出していただいた個人情報は、今回

の採用試験のために必要な範囲でのみ利用します。

●試験申込書及び履歴書の交付・問い合わせ先／

　   佐久市跡部101

　   佐久水道企業団　総務課庶務係　�0267－62－1290

募集人員受　　験　　資　　格試験の種類試験の区分

若 干 名

次の条件を満たす方
①昭和６１年４月２日以降にお
生れの方

②広域連合就職後は広域連合
管内（坂城町を除く）に居
住が可能な方

※ただし、次のいずれかに該
当する人は、受験できません。
①日本の国籍を有しない方
②地方公務員法第16条各号
　　　　　　　　（欠格条項）
　のいずれかに該当する方

高等学校
卒業程度

消　防　職

受　　験　　資　　格採用予定人員試験の区分

　住民登録が企業団組織市町にしてあり
（修学、就職などのために他市町村に住
む人で、家族が企業団組織市町村に居住
している人を含む。） 昭和６１年４月２日か
ら平成２年４月１日までに生まれた人の
うち、学校教育法による大学（短期大学
を除く。） を卒業又は平成２４年３月までに
卒業見込みの人

若干名行政上級

　住民登録が企業団組織市町にしてある
人（修学、就職などのため他市町村に住
む人で、家族が企業団組織市町に居住し
ている人を含む。） で、平成２年４月２日
から平成６年４月１日までに生まれた人
のうち、学校教育法による短大・高校を
卒業又は平成２４年３月までに卒業見込み
の人

若干名
一般
事務

初級
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固定
資産税

　　固定資産税の賦課期日である1月1日における固定資産の状況等を正確に把握するため、次

のようなときには市（税務課資産税係）に届出をお願いしています。

　　届出は毎年12月末日までにお願いします。この届出に基づき現地調査等を行い、届出をし

ていただいた年の翌年度から変更した内容により課税します。

　　なお、届出の用紙は、税務課資産税係または北御牧総合支所地域振興係にあります。また、

市のホームページからダウンロードすることもできます。

　◎家屋を取り壊したとき。⇒【家屋滅失届】
　　　　家屋を取り壊した（一部の取り壊しも含みます。）ときは、「家屋滅失届」により市に

届出をしてください。これは、存在しない家屋に固定資産税が課税されることを防ぐた

めに行っていただくものです。

　　　　なお、滅失登記をされた場合についても届出をお願いします。

　◎登記をしていない家屋の所有者の変更等をしたとき。
　　　　　　　　 　　　⇒【未登記家屋所有者変更（兼未登記家屋所有）届書】
　　　　登記をしていない家屋（ここでは「未登記家屋」といいます。）の所有者名義を変更

したとき、または未登記家屋を取得・所有することになったときは、「未登記家屋所有者

変更（兼未登記家屋所有）届書」により市に届出をしてください（届出人は新所有者です。）。

　　　　届出の際、所有者を変更したことがわかる書類（売買契約書、遺産分割協議書、贈与

契約書などの写し）を添付してください。

　◎納税義務者の住所が変更になったとき。⇒【納税通知書送付先変更届書】 
　　　　住所変更等に伴い、固定資産税の納税通知書の送付先を変更したいときは、「納税通知

書送付先変更届」により市に届出をしてください。

　　　　届出をしていただいた年の翌年度から新しい住所に納税通知書を送付します。

　　　＊登記簿の住所の変更は、法務局で手続きをお願いします。

　◎納税義務者が亡くなられたとき。⇒【相続人代表者指定（変更）届出書】 
　　　　納税義務者（所有者）が死亡された後、賦課期日現在において相続登記が未了の場合

や相続される方が未定の場合には、相続人の代表者を決めていただくための「相続人代

表者指定（変更）届出書」を提出していただくことになります。

　◎家屋の用途を変更したとき。⇒【家屋用途変更届】 
　　　　家屋の用途を変更した場合は、「家屋用途変更届」により市に届出をしてください。例

えば、店舗や事務所などに使用していた家屋を住宅に変更した場合やその反対の場合で

す。特に、住宅に変更した場合は、当該土地は住宅用地となり、土地の固定資産税に対

して住宅用地の特例が適用される場合があります。

　  次のようなときは、市に届出をお願いします。

届出・家屋調査に
　　　　　ご協力をお願いします。
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　  家屋調査にご協力をお願いします。
　　平成23年1月2日以降に新増築された家屋を対象に、平成24年度からの固定資産税と都市

計画税の基礎となる評価額を算出するための家屋評価を実施しています。

　　調査では、税務課職員（固定資産評価補助員）が伺い、床面積や建物内・外部の仕様など

を確認させていただきます。調査対象家屋、調査日時などについては、事前にハガキでお知

らせします。調査にご理解とご協力をお願いします。

　　なお、職員は「固定資産評価補助員証」を携行していますので、お求めいただければ提示

いたします。　

  　認定長期優良住宅（200年住宅）は固定資産税が減額されます。
　　長期にわたり利用できる質の高い住宅の建設を促進するため、平成24年３月31日までに

新築された長期優良住宅について、固定資産税の減額制度があります。

　　減額内容及び減額期間、申請方法等については、市のホームページをご覧いただくか下記

までお問い合わせください。

　＊長期優良住宅・・耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、行政庁

の認定を受けて建設される住宅。

　　　次の改修工事を実施した家屋の固定資産税も一定
　　　期間減額されます。
　住宅耐震改修・バリアフリー改修・住宅省エネ改修を実施した住宅について、固定資産税が

一定期間減額される制度があります。減額内容及び減額期間、申告方法等については、下記ま

でお問い合わせください。

◎住宅耐震改修

　昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの

間に建築基準法に基づく耐震基準に適合した改修（1戸あたり工事費30万円以上）を実施した

住宅。

◎バリアフリー改修

　平成19年1月1日以前に建てられた住宅で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間

に、１戸あたり工事費が30万円以上の改修工事を実施した住宅

◎住宅省エネ改修

　平成22年1月1日に存在している住宅で、平成25年3月31日までの間に、1戸あたり工事費が

30万円以上の改修工事を実施した住宅

　＊バリアフリー改修に伴う減額と住宅省エネ改修に伴う減額は、重複して適用を受けられま

す。　

  　家屋照合現地調査実施のお知らせ。
　　東御市では、家屋課税台帳に登録してある事項と現況を照らし合わせ、①課税台帳に登録

されていない未調査による課税漏れ、②課税台帳に登録されているが既に取り壊し、滅失さ

れている家屋を調査し、固定資産税の公平・公正な課税を目指して現地調査を実施していま

す。市役所税務課職員が伺いましたらご協力をお願いします。

＊調査にあたる税務課職員は腕章・名札・固定資産評価補助員証を着用しています。

●問い合わせ先　税務課　資産税係　�62－1111  （代表）
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　農薬飛散による被害の発生を防ぐために、できるだけ農薬を使用しない管理に心がけ、散布

せざるを得ない場合でも、事前に周囲に住んでいる方等へ十分な周知を行いましょう。

 病害虫対策の基本 

○発生予防……枝葉が混み合っていると、通風や日当たりが悪くなり病害虫が発生しやすくな

るので、間引きや剪定を行いましょう。

○早期発見……病害虫の被害は、毎年同じ時期に同じ場所で発生することが多いので、よく観

察して早期発見に努めましょう。

○早期防除……病害虫を発見した場合、出来るだけ早く害虫を捕まえての処分や、加害部の切

り取り処分などを行いましょう。

 樹木の病害虫防除 

○捕殺・枝葉の切り取り……卵、幼虫などを見つけたら、すぐにつぶすか捕まえて処分しましょ

う。また、害虫がついた枝や葉を切り取り、処分しましょう。

○たいまつによる焼却……金属棒を利用してたいまつを作り、これを利用して毛虫を焼きまし

　　　　　　　ょう。ただし、火災には十分に気をつけましょう。

○ブラシ・竹べらなどによるはぎ取り……カイガラムシ類は動かないので、ブラシや竹べらを

利用してはぎ取りましょう。

○こも巻き……マツカレハにはこも巻きを行い、越冬幼虫を集めて処分しましょう。

 農作物の病害虫防除 

○病害虫に強い品種を選びましょう。

○防虫ネットやマルチの使用など物理的な防除方法を利用しましょう。

 雑草防除・除草剤は農薬 

○こまめな手取りや刈り払い機による刈取りを行いましょう。「農薬」には、作物や樹木に発生

する病害虫の防除を目的に散布するものの他に、ガーデニングや家庭菜園用のスプレー式の

殺虫剤や殺菌剤、芝生等の雑草対策で使用する除草剤なども含まれます。できるだけ使用し

ないようにしましょう。

 事前に周知しましょう 

○散布者（あるいは散布を依頼した者）は、事前に周辺住民に、散布目的、日時、農薬の種類、

散布者名（連絡先）などを周知しましょう。特に、近くに学校や通学路がある場合は、学校

や保護者へも周知しましょう。

○早朝など無風または風が弱いときに散布を行い、散布時は常に風向きやノズルの向き等に注

意しましょう。
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農地（家庭菜園を含む）及び樹木、農地（家庭菜園を含む）及び樹木、
芝生、公園等における病害虫の防除について芝生、公園等における病害虫の防除について
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●問い合わせ先　健康保健課　健康増進係　�64－8883

　※農薬は、植物の病気や害虫の防除、除草などにおいて有効な資材ですが、飛散すると人

の健康（特に化学物質過敏症の方、化学物質に対する感受性の高い子どもや妊婦の方）

に影響を及ぼすことが懸念されています。

　　近年、学校、保育所、病院、公園、住宅地内及びその周辺で使用された農薬の飛散を原

因とする、住民、子ども等の健康被害の訴えの事例が聞かれるようになっています。こ

れらの場所やその周辺での、病害虫や雑草の防除は、まずは農薬を使用しない方法を考

えましょう。

～農地等の適正な管理のお願い～

　　ご自分の所有又は管理する土地で、雑草や雑木、荒廃地化したまま放置されている土地

はありませんか。このような土地は日影や害虫等により周辺農地の果樹や農作物等へ悪影

響を及ぼし、周辺の耕作者が困るケースが発生しています。周囲の皆さんに迷惑がかから

ないよう雑草、雑木等について適正な管理をしていただくようお願いします。
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●問い合わせ先　農林課　農政係　�64－5894　市民課　生活環境係　�64－5896　
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歯周疾患検診歯周疾患検診を行っていますを行っています
　中高年者の９割は歯周病にかかっています。私たちが歯を失う原
因の５割は、歯周病によるものです。
　歯周病は、炎症によって歯肉・歯を支えている骨が破壊され

る病気です。

　歯周病になっても、始めは痛みがほとんどなく、知らないう

ちに炎症が進行します。炎症がひどくなると歯肉から血やウミ

が出るようになり、口臭も強くなります。また、歯がぐらつい

たり、歯の間にすき間ができて、歯が抜けてしまいます。最近

では、心臓病や糖尿病、脳硬塞といった全身の病気に関与して

いることもわかってきました。

　この機会にぜひ、歯周疾患検診を受けて自分の口の中を確認してみませんか。

●対 象 者　平成23年度中に30、40、50、60、70歳になる市民

●実施期間　平成24年２月末日まで（休診日は除く）

●費　　用　500円

●受診方法　対象の方には受診票を郵送させていただいています。通知の中にある医療機関へ

電話で予約をして受けてください。（お１人１回のみです）

●問い合わせ先　子育て支援センター　�64－5814

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

すくすくひろばからのお知らせ
　「市報とうみお知らせ版６月１６日号」の１２ページに掲載されている「子育てInformation」

の「のびのびっこひろば」のお知らせで、田中のびのびっこひろば・祢津のびのびっこひ

ろばのバザーの日にちが間違っていました。訂正してお詫びします。

誤　７月26日（火）　→　正　７月25日（月）
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●問い合わせ先　BOOK童夢みまき　�・FAX67－3711

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫ童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみままままままままままままままままままままままききききききききききききききききききききききかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかららららららららららららららららららららららおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ

とうみチャンネル 7月3日～22日までの番組案内

●問い合わせ先　企画課　ケーブルテレビ係　�67－2981

21：45～　一週間まるごと！とうみチャンネル「Weekly ！ウィークリーとうみ （再放送）」を お送り致します。

最
新
の
番
組
表
は
東
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市
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で
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い
た
だ
け
ま
す
。

＜毎週金曜日放送＞Weekly !  ウィークリーとうみ番　　　　　組

7：0019：30本放送

10：00　13：00　16：00　20：00　23：00
 （当日）23：00
 （翌日）7：00  10：00  13：00  16：00

再放送

「とうみチャンネル」は、北御牧地区のとうみケーブルテレビ加入者と東部地区の上田ケーブルビジョン加入者
（デジタル契約）の皆さんがご覧になれます。

第50回長野県中学校総合体育大会夏季大会
上小地区予選会Ⅴ　～市内中学校の活躍～

（水）13日

第50回長野県中学校総合体育大会夏季大会
上小地区予選会Ⅵ　～市内中学校の活躍～

（木）14日

Weekly ! ウィークリーとうみ
～東御市内の話題～

（金）15日

平成23年度  東御市立和小学校　校内音楽会
（６月17日開催）

（土）16日

＜海善寺区・睦区・日向が丘区・海善寺北区＞
第24回　四区合同子供相撲大会
（滋野神社境内　6月5日開催）

（日）１7日

滋野公民館「生きがい講座」地域探訪
～和地区巡り～　（6月6日開催）

（月）18日

第８回　東御市子どもフェスティバル（再）（火）19日

平成23年度　北御牧中学校　修学旅行（再）（水）20日

伝えたい、実現したい自分の生き方（再）
～任意後見制度とは…～

（木）21日

Weekly ! ウィークリーとうみ
～東御市内の話題～

（金）22日

※
番
組
の
内
容
は
場
合
に
よ
り
変
更
に
な
る
事
が
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り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

月刊とうみチャンネル６月号　～後半～（日）
７月
３日

第25回蓼北中学生バレーボール大会（再）
　～男子Ａチーム戦～

（月）４日

第25回蓼北中学生バレーボール大会（再）
　～男子Ｂチーム戦～

（火）５日

第25回蓼北中学生バレーボール大会（再）
～女子Ａチーム戦（北御牧中学校）～

（水）６日

第25回蓼北中学生バレーボール大会（再）
～女子Ａチーム戦（東部中学校）～

（木）７日

Weekly ! ウィークリーとうみ
～東御市内の話題～

（金）８日

第50回長野県中学校総合体育大会夏季大会
上小地区予選会Ⅰ　～市内中学校の活躍～

（土）９日

第50回長野県中学校総合体育大会夏季大会
上小地区予選会Ⅱ　～市内中学校の活躍～

（日）１０日

第50回長野県中学校総合体育大会夏季大会
上小地区予選会Ⅲ　～市内中学校の活躍～

（月）１１日

第50回長野県中学校総合体育大会夏季大会
上小地区予選会Ⅳ　～市内中学校の活躍～

（火）12日

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

★今月のおはなし会

お　は　な　し　広　場お　は　な　し　会

７月27日 （水）午前10時45分から７月20日 （水）午後３時20分からと　き

就園前の乳幼児小学生対　象

・絵本の読み聞かせなど
・簡単工作：「いちごフラッペ」作り

・読み聞かせ：こわーい�お話し
・楽しい工作：ガイコツくんを作ろう

内　容

　＊会場はいずれもＢＯＯＫ童夢みまきです。

★新刊紹介
　『少年とバイオリン』

　～昼間、町を掃除する人々が、夜には四重奏を演奏する世界にしたい～

　敗戦の混乱から復興の鎚音が聞こえ始めた1951年、20世紀最大のバイオ

リニストといわれたユーディ・メニューイン氏が初来日。日本での演奏会を

終えて帰国した氏から、クツみがきの一少年へバイオリンが贈られる…。

　音楽を愛する心が、貧しい少年とバイオリンの巨匠を結んだ実話です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（小学生中学年以上向）

（滝　一平／作　宇野　亜喜良／画　ヤマハミュージックメディア）
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平成23年度平成23年度 国民年金保険料免除申請のご案内国民年金保険料免除申請のご案内
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、申請することで保険料の

納付が免除や猶予される制度があります。

◎免除等のサイクルは７月から翌年６月まで。申請は原則、毎年度必要です
　平成23年６月までの保険料が免除等の承認を受けている方で、平成23年７月以降も引き続

き免除等を希望される方は、改めて申請をお願いいたします。

　ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が生じた場合に受け取ることができる障害基礎

年金や遺族基礎年金は、保険料が未納の場合は納付要件に該当しないため支給されない場合が

ありますので、保険料の支払いが困難な場合は免除申請をしておく必要があります。

　免除等の承認を受けている方が、引き続き免除の申請をされる場合は、できる限り７月に申

請をされるようお願いします。

◎あらためて申請する必要がない方
　平成23年６月までの保険料は全額免除または若年者納付猶予が承認されていて、なおかつ

「継続免除審査申出受付済｣の通知を受けている方は、７月にあらためて申請しなくても、継続

して申請があったものとして自動的に日本年金機構で審査が行われます。

◎平成22年7月から平成23年6月までの免除申請について
　平成22年7月から平成23年6月までの保険料に係る免除等の申請締め切りは、平成23年７月

31日までです。期日を過ぎると申請できませんので、この期間の免除等の申請は必ず7月中に

行ってください。

◎申請場所　市役所市民課国保年金係 または 支所市民係

◎申請する時の持ち物

　・年金手帳　　・印鑑

　・離職を原因として申請する場合は｢雇用保険被保険者 離職票｣ または ｢雇用保険受給資格者証｣

　　　　　　  　●問い合わせ先　小諸年金事務所　　　�0267－22－1080
　　　　　　　  　　　　　　　　市民課　国保年金係　�62－1111 （代表）
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能楽への誘い③能楽への誘い③ 「能楽の役割分担と担う人たち」「能楽の役割分担と担う人たち」
　今回は能楽の中での役割分担をご紹介します。能楽は主にシテ方・ワキ方・狂言方・囃子方

の四つの役に分かれ、それぞれ自分の専門分野のみを演じ、ひとつの舞台を完成させます。

 ◎シテ方の役割 
　シテ（主人公）、ツレ（シテの助演者）、

 後  見 （演者の手助けをする役）、 地 
こう けん じ

 謡  （コ
うたい

ーラス）が主な分野です。

 ◎ワキ方の役割 
　ワキ（シテの相手役）、ワキツレ（ワキ

の助演者） が分野で、シテを引立て目立ち

過ぎないように演じます。

 ◎狂言方 
　本狂言と、能の中に登場する間（アイ）狂言に分かれ、アイは能の登場人物の紹介や舞台の

展開を説明、時には面白おかしくストーリーを盛り立てます。

 ◎ 囃  子 方の役割 
はや し

　笛・小鼓・大鼓・太鼓の楽器を四人で囃します。太鼓が入らない曲もあり、能のオーケスト
ラです。
※１０月１日 （土）は能楽の体験講座もございますので、是非ご参加ください。

●問い合わせ先　東御市文化会館　�62－3700

地  謡
後列にベテランが座る
地頭　　　　　　　　　　　　地頭
　�（宝生流、 金春流）　　　　　� （観世流、 金剛流、 喜多流）

謡わないときは扇を前に置いている
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★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

◆日 時：７月１２日 （火） 午後１時 ～ ２時30分

◆場 所：東御市中央公民館　３階講堂　 参加無料 

◆対 象：お天気に関心のある市民

◆講 師：  小  菅 　
こ すげ

 毅  さん（気象予報士）
つよし

　≪プロフィール≫

　平成９年　気象予報士合格

　平成１１年　小・中学校で出前授業開始

　　　　　　最近は、ＦＭとうみで週間天気予報と季節の話題（月１回出演）

　　　　　　・地域紙に掲載（月１回）

　　　　　　・地域の小・中学校、公民館、高齢者大学で星空、お天気につ

　　　　　　　いての講演（年10回程度）

◆内容：・今回の東北地方大平洋地震について

　　　　・UVスライム作り

　　　　・梅雨、雷、台風などの話
　※申し込みは不要です。当日、時間までにお出かけください。

◆主　催／東御市・東御市教育委員会・東御市公民館

●問い合わせ先　生涯学習課　生涯学習係　�64－5885

写真：平成22年11月
 「中屋敷公民館お天気と星の話」
　　　

　空の星々は地上より季節の移りが遅く、ようやく七夕の星であるベガやアルタイルが東の空

に昇ってきました。今宵は、東の空に夏の1等星でつくる三角形が輝いてみえます。西の空に

は、春の星がまだがんばって輝いています。北西の空には北斗七星も目に付きます。北斗七星

や夏の大三角形を手がかりに春や夏の星座を探してみましょう。

第1回　星空観望会開催

☆日　時　７月30日 （土）

　　　　　午後７時30分～８時30分

☆会　場　和コミュニティーセンター及び

その周辺

☆内　容　星についてのお話　星の観察

☆解　説　小林　将喜 さん

☆持ち物　懐中電灯や双眼鏡（ある人）

☆参加者に「簡易星座早見表」を差し上げ

ます。夜間なので、小学生は保護者と参

加願います。（送迎のみも可）

☆参加の申し込みの必要はありません。

●問い合わせ先　和コミュニティーセンター　�62－0201（火・木の午後を除く平日）
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　御牧乃湯他関連施設は、施設の老朽化に伴い、現在改修工事を行っています。

　この度、新御牧乃湯を12月1日にオープンすることを目指して、下記のとおり全ての施設を

休業し、全面的に工事を行うこととしました。

　１　休業期間　8月1日から11月30日までの4ヶ月間を予定

　２　対象施設　御牧乃湯・御牧苑・温泉テニスコート・ゆうゆうアリーナ
　なお、一心庵の農産物直売については、道の駅「みまき」の駐車場側に仮設店舗を設け営業

を続けますので、引続きご利用ください。

　休業期間中は、ご不便をお掛けしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

●問い合わせ先　商工観光課　観光係　�67－1034

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

●問い合わせ先　市民課　生活環境係　�64－5896

夏の交通安全やまびこ運動

７月19日(火)～７月25日(月)
スローガン…「信濃路は ゆとりの笑顔と ゆずりあい」
 運動の目的 
　夏の行楽シーズンを迎え、県民や県内外から訪れる旅行者に対し、交通ルールの

遵守と正しい交通マナーの実践を呼びかけ、交通事故防止の徹底を図ります。

 運動の重点 
１．高齢者の交通事故防止（特に歩行・横断中）
　　  高齢者は全死者の５割以上を占め、横断中は左から来る車との衝突がほとんどです。

２．全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　　  シートベルト非着用者の致死率は、着用者の致死率の約１８倍です。

３．飲酒運転の根絶
　　  酒気帯び運転でも、運転免許が取り消される等の重い行政処分を受けます。

４．自転車の安全利用の推進
　　  自転車事故のうち、約６割は交差点での安全不確認、脇見、一時不停止などによるものです。
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御牧乃湯の休業について御牧乃湯の休業について
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●問い合わせ先　市民課　生活環境係　�64－5896
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テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビ等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等ののののののののののののののののののののの不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止のののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいテレビ等の不法投棄防止のお願い
　この７月24日にテレビの地上デジタル化が完全移行されます。

　これにともない、不要となったテレビを不法投棄する人が絶えません。不法投棄されたテレ

ビは、東御市の美しい景観が損なわれるばかりでなく、テレビのブラウン管に含まれる有害物

質の鉛が土壌や地下水を汚染して、環境や私たちの健康にも大きな影響を与えるおそれがあり

ます。テレビの不法投棄は絶対にせず、家電リサイクル法に基づいて適正に処理しましょう。

　　　不法投棄を発見したら下記までご連絡ください。
　　　　　　市民課生活環境係　　　�64－5896

　　　　　　上小地方事務所環境課　�25－7134

　　　　　　県の不法投棄ホットライン　�0120－530－386
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平成２３年７月１日
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アナログテレビ放送終了まであと23日ですアナログテレビ放送終了まで あと23日です
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （7月１日現在）（7月１日現在）

～ 地デジの準備をお急ぎください ～～ 地デジの準備をお急ぎください ～
地上デジタルテレビ放送の相談窓口について
　アナログテレビ放送は、国の施策により、今月24日までに地上デジタルテレビ放

送に完全移行します。今まで地上アナログ放送が視聴できた地域でも、地形や樹木

等の影響により、地上デジタル放送を受信することが困難な場合があります。

　「地上デジタルテレビ放送が受信できない」などお困りの場合は、お客様から直接

下記の「デジサポ長野」へご相談ください。

 テレビ告知放送のイメージ 
▼７月１日からは番組画面にアナログ放送終了までの日数がカウントダウン表示さ

れます。

▼７月24日正午からは一切の番組等の放送が終了し、問い合わせ先の告知が表示さ

れます。

▼アナログ放送の終了間際では、アンテナ工事等が間に合わない場合があります。

至急、地デジ化をお願いします。

　　「地上デジタル放送受信相談窓口」
　　　デジサポ長野（総務省 長野県テレビ受信者支援センター）

　　　　� 026－233－5501
　　（平日：午前９時～午後９時／ 土・日・祝日：午前９時～午後６時）
　　　　　   ＊電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

 テレビのデジタル化工事を装った悪質商法・詐欺にご注意ください 
　テレビの調査会社やアンテナ工事業者、公的機関を装って、地上デジタル放送を

受信するための費用を不正に請求したり、工事の勧誘をしたりする例が起きていま

す。地上デジタルテレビ放送の受信に関して、疑わしい工事の勧誘を受けた場合や、

身に覚えのない工事代金の請求を受けた場合には、すぐに支払わず、地デジコール

センターや警察などへご相談ください。

　総務省地デジコールセンター　�0570－07－0101

　　　　　　　上記の電話番号が繋がらない場合は　�03－4334－1111

　　　　　　　（平日：午前９時～午後９時／土・日・祝日：午前９時～午後６時）




